
（1）第 118 号 岡山県神社庁庁報 平成 27 年 1月 1日

発  行  所

岡
山
県
神
社
庁

教
化
委
員
会
　
広
報
部
会

〒
7
0
3
─8
2
7
2    
岡
山
市
中
区
奥
市
3
─22

T
E
L
　

F
A
X 

I
P
電
話
　
0
5
0
─3
6
0
4
─4
3
5
9

http://w
w

w
.okayam

a-jinjacho.or.jp/

0
8
6
─2
7
0
─2
1
2
2

0
8
6
─2
7
0
─2
1
2
3

祝
祭
日
に
は
国
旗

を
掲
げ
ま
し
ょ
う

鶴 﨑 神 社（ 都 窪 郡 早 島 町 早 島 ）

謹
賀
新
年

皇
紀
二
六
七
五
年
乙
未
歳

　
岡
山
県
神
社
庁

　
　
　
庁　

長 　
　

河　

本　

貞　

紀

　
　
　

副
庁
長 　
　

牧　
　
　

博　

嗣

　
　
　
　

〃 　
　
　

藤　

山　

知
之
進

　
　
　

理　

事 　
　

佐
々
木　

講　

治

　
　
　
　

〃 　
　
　

戸　

部　

廣　

徳

　
　
　
　

〃 　
　
　

岡　

部　

典　

雄

　
　
　
　

〃 　
　
　

伏　

見　
　
　

正

　
　
　
　

〃　
　

 　

太　

田　

浩　

司

   　
　
　

〃 　
　
　

日　

野　

正　

彦

　
　
　
　

〃 　
　
　

市　

村　

正　

行

　
　
　
　

〃 　
　
　

三　

垣　
　
　

一

　
　
　
　

〃 　
　
　

若　

林　

一　

利

　
　
　

監　

事 　
　

近　

藤　

有　

生

　
　
　
　

〃 　
　
　

西　

辻　

嘉　

昭

　

協
議
員
会
議
長 　

長　

江　

俊　

忠

　
岡
山
県
神
社
総
代
会

　
　
　

会　

長 　
　

中　

島　
　
　

博

　【
事
務
局
】

　
　
　
参　

事 　
　

瀧　

本　

文　

典

　
　
　

主　

事 　
　

岡　

本　

好　

範

　
　
　

主
事
補 　
　

河　

田　

晴　

彦

　
　
　

録　

事 　
　

清　

水　

美
代
子



岡山県神社庁庁報平成 27 年 1月 1日 第 118 号（2）
　

終
戦
七
十
年
を
迎
え
て
思
う
こ
と

【年頭のご挨拶】

岡
山
県
神
社
庁

　
庁
長
　
河
本
　
貞
紀

　

新
春
を
迎
え
、
皇
室
の
弥
栄
、
そ
し
て
県

内
各
社
の
御
社
頭
の
御
隆
昌
と
神
職
氏
子
崇

敬
者
各
位
の
御
健
勝
を
お
祈
り
し
、
新
年
の

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

　

年
明
け
て
終
戦
七
十
年
を
迎
え
ま
し
た
。

神
社
本
庁
で
は
、
こ
の
七
十
年
目
を
期
に
慰

霊
と
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
靖
国
神
社
と

護
国
神
社
参
拝
を
勧
奨
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
岡
山
県
神
社
庁
に
お
い
て
も
靖
国
神

社
に
参
拝
す
る
べ
く
春
の
参
拝
旅
行
を
企
画

致
し
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
七
十
年
間
を
振
り
返
っ
て
見

ま
す
と
色
々
な
節
目
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は

昭
和
十
九
年
生
ま
れ
な
の
で
ほ
ぼ
時
間
枠
が

一
致
し
、
年
々
の
社
会
環
境
が
ど
う
で
あ
っ

た
か
思
い
出
し
易
く
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
私
の
住
ん
で
い
る
児
島
の
地
場

産
業
の
変
遷
が
神
社
の
祭
礼
に
ど
う
い
う
影

響
を
与
え
て
来
た
か
を
辿
っ
て
み
ま
し
た
。

　

児
島
地
区
の
地
場
産
業
は
最
も
世
相
に
敏

感
に
反
応
す
る
繊
維
を
中
心
と
し
た
業
種
な

の
で
、
日
本
経
済
の
縮
図
と
見
る
こ
と
も
出

来
ま
す
。

　

先
ず
、
次
の
如
く
時
代
区
分
を
し
て
み
ま

し
た
。

一
、
主
に
昭
和
二
十
年
代
、
貧
し
く
物
資
は

不
足
し
て
い
た
が
、
生
産
す
れ
ば
売
れ
る
時

代
。

二
、
昭
和
三
十
五
年
頃
か
ら
の
経
済
の
高
度

成
長
と
共
に
他
県
よ
り
若
い
労
働
力
が
集
ま

り
賑
わ
う
。

三
、
昭
和
五
十
年
代
、
労
働
力
を
求
め
て
工

場
が
地
方
に
移
動
す
る
よ
う
に
な
る
。
終
盤
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
始
ま
る
。

四
、
平
成
五
年
頃
か
ら
工
場
の
一
部
が
中
国

大
陸
へ
移
動
。
同
時
に
中
国
人
研
修
生
が
次
々

と
入
国
し
始
め
る
。
地
元
で
も
少
子
化
が
目

立
っ
て
く
る
。

五
、
そ
し
て
現
在
、
人
口
は
漸
減
し
、
海
外

の
工
場
は
中
国
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
以
南
に
移
動

す
る
兆
し
が
あ
る
。
地
元
の
企
業
数
は
最
盛

期
に
比
べ
半
減
し
た
が
、
ブ
ラ
ン
ド
化
し
た

製
品
を
持
っ
て
い
る
企
業
の
経
営
は
安
定
し

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
世
相
が
神
社
の
神
賑
（
だ
ん
じ

り
行
事
）
に
、
ど
う
反
映
し
て
来
た
か
を
重

ね
合
わ
せ
て
見
ま
す
と
、

一
、
戦
前
型
の
青
年
団
に
よ
っ
て
運
営
。
昭

和
二
十
年
代
末
か
ら
神
賑
が
急
速
に
衰
え
廃

れ
て
い
く
。

二
、
全
国
同
様
、
何
故
か
昭
和
三
十
年
代
半

ば
か
ら
神
賑
が
盛
ん
に
な
り
子
供
会
や
お
囃

子
保
存
会
の
活
動
が
目
立
っ
て
き
た
。

三
、
モ
ー
タ
リ
ー
ゼ
ー
シ
ョ
ン
優
先
の
時
代

が
終
わ
り
、
御
神
輿
の
巡
幸
も
し
や
す
く
な

り
、
祭
り
や
地
方
文
化
が
重
ん
じ
ら
れ
て
く

る
。

四
、
お
囃
子
が
県
よ
り
重
要
無
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
る
。
少
子
化
の
影
響
で
、｢

だ
ん
じ

り
」
の
出
せ
な
い
町
内
が
出
現
す
る
。

五
、
全
体
と
し
て
神
賑
は
過
熱
ぎ
み
で
あ
る

が
じ
わ
じ
わ
と
少
子
化
の
影
響
を
受
け
、
町

内
に
よ
っ
て
は
、
お
囃
子
の
伝
承
が
数
年
後

困
難
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

　

以
上
が
県
南
の
神
社
の
一
例
で
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
の
日
本
創
成
会
議
の
発
表
に
よ
り
ま

す
と
、
約
二
十
五
年
後
ま
で
に
、
人
口
減
少

に
よ
っ
て
消
滅
の
可
能
性
が
あ
る
市
町
村
数

は
全
国
八
百
九
十
六
に
上
り
ま
す
。
そ
の
内
、

中
国
地
方
で
消
滅
可
能
性
の
あ
る
自
治
体
が

半
数
以
上
あ
る
県
は
島
根
県
、
鳥
取
県
、
岡

山
県
の
三
県
に
な
っ
て
い
ま
す
。
更
に
そ
の

内
容
を
岡
山
県
で
見
ま
す
と
、
八
市
四
町
二

村
の
自
治
体
に
及
び
ま
す
。

　

数
年
前
、
山
口
県
の
提
案
と
設
問
で
「
神

社
と
過
疎
・
少
子
化
」
に
つ
い
て
、
中
国
地

方
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
こ

の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
昨
年
五
月
の
神
社
本

庁
の
評
議
員
会
で
、
山
口
県
の
金
長
広
典
評

議
員
が
中
国
五
県
の
評
議
員
の
総
意
と
し
て
、

改
め
て
全
国
調
査
を
行
う
と
共
に
過
疎
地
の

神
社
奉
護
を
主
管
す
る
部
署
の
設
置
を
考
え

た
対
策
を
要
望
す
る
旨
、
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
十
月
の
評
議
員
会
に
お
い
て
、

全
国
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
を
含
ん
だ
補
正

予
算
案
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

文
化
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
先
進
国
で

地
方
や
田
舎
の
人
口
が
減
っ
て
い
る
国
は
日

本
だ
け
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
我
が
国
は
明

治
以
来
、
中
央
集
権
化
に
よ
っ
て
近
代
化
を

果
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
東
京
一
極
集
中

が
行
き
過
ぎ
る
と
、
や
が
て
地
方
も
東
京
も

人
口
減
少
を
招
き
、
国
を
弱
小
化
さ
せ
ま
す
。

　

祭
祀
行
事
の
多
く
は
、
近
代
化
以
前
の
江

戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
て
、
多
様
な
信
仰
文

化
が
潜
在
し
て
い
ま
す
。
各
藩
の
多
様
性
か

ら
生
ま
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
明
治
維
新
の
一

因
に
な
っ
た
よ
う
に
、
神
社
の
信
仰
文
化
が

地
方
創
生
に
少
し
で
も
寄
与
出
来
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。
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負
担
金
等
に
つ
い
て
活
発
な
質
疑
応
答

　【臨時協議員会】

平
成
25
年
度
決
算
／
平
成
26
年
度
補
正
予
算
を
承
認

　

十
一
月
二
十
日
、
神
社
庁
講
堂
に
お
い
て

臨
時
協
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

開
会
行
事
、
河
本
庁
長
挨
拶
に
続
い
て
、

事
務
局
よ
り
協
議
員
定
数
五
十
四
名
の
う
ち

三
十
名
出
席
で
、
本
会
が
成
立
す
る
と
の
報

告
が
あ
り
、
議
事
の
審
議
が
始
ま
っ
た
。

　

左
記
四
議
案
が
一
括
議
題
と
し
て
上
程
さ

れ
、
日
野
財
務
委
員
長
が
登
壇
し
て
そ
れ
ぞ

れ
の
議
案
に
つ
い
て
説
明
を
し
た
後
、
監
査

報
告
が
な
さ
れ
た
。

○ 

議
案
第
一
号
『
平
成
二
十
五
年
度
岡
山
県

神
社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
』

○ 

議
案
第
二
号
『
平
成
二
十
五
年
度
岡
山
県

神
社
庁
別
途
会
計
収
支
決
算
』

○ 

議
案
第
三
号
『
平
成
二
十
五
年
度
岡
山
県

神
社
庁
事
業
会
計
決
算
』

○ 

議
案
第
四
号
『
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録
』

（
質 

問
）
各
種
団
体
へ
の
補
助
金
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
費
の
中
で
占
め
る
割
合
は

ど
の
く
ら
い
な
の
か
。
ま
た
「
県
教
神
協
」

と
は
、
い
か
な
る
団
体
な
の
か
。

（
回 

答
）
具
体
的
な
割
合
は
不
明
で
あ
る
が
、

各
団
体
の
決
算
に
合
わ
せ
た
補
助
金
額
を
設

定
し
て
い
る
。

「
県
教
神
協
」
と
は
、
教
員
を
構
成
員
と
し
た

全
国
組
織
の
団
体
で
あ
る
。

な
ど
の
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
が
、
右
記
四
議

案
は
可
決
さ
れ
た
。

○ 

議
案
第
五
号
『
平
成
二
十
六
年
度
岡
山
県

神
社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
案
』

（
質 

問
）
各
種
補
助
金
の
項
で
、
神
宮
大
祭
派

遣
補
助
金
に
つ
い
て
、
神
宮
別
宮
の
奉
拝
に

参
加
予
定
の
神
職
数
は
何
名
か
。

（
回 
答
）
一
名
で
あ
る
。

と
い
う
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
が
、
本
議
案
も

可
決
し
た
。

次
に
、
左
記
二
議
案
が
一
括
上
程
さ
れ
た
。

○ 

議
案
第
六
号
『
負
担
金
是
正
案
』

○ 

議
案
第
七
号
『
負
担
金
賦
課
徴
収
規
程
の

全
文
改
正
案
』

（
質 

問
）
規
程
第
二
条
の
「
負
担
金
の
総
額

は
、
毎
年
度
予
算
を
以
て
定
め
る
。」
と
あ

る
が
、
議
案
第
六
条
の
是
正
案
第
二
項
「
平

成
二
十
七
年
度
か
ら
使
用
す
る
負
担
金
総
額

は
、
原
則
と
し
て
平
成
二
十
九
年
度
予
算
ま

で
三
千
六
百
九
十
二
万
円
と
す
る
」
と
の
整

合
性
を
ど
う
と
る
の
か
。

（
回 

答
）
規
程
第
二
条
は
規
則
と
し
て
掲
げ
る

文
言
で
あ
り
、
今
回
の
是
正
委
員
会
で
決
定

さ
れ
た
金
額
が
是
正
案
第
二
項
に
あ
る
数
値

で
あ
る
。

（
質 

問
）
徴
収
規
程
第
五
条

一
号
の
支
部
負
担
金
の
算

出
按
分
に
関
す
る
イ
の
項

「
十
分
の
六
を
支
部
の
世
帯

数
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
」

に
つ
い
て
、
世
帯
数
と
は

行
政
が
把
握
し
て
い
る
数

な
の
か
、
各
神
社
宮
司
申

請
数
な
の
か
。

（
回 

答
）
各
神
社
宮
司
申
請

数
が
、
各
支
部
長
の
承
認

を
経
て
神
社
庁
に
上
が
っ

て
く
る
。
信
頼
関
係
に
基

づ
き
、
そ
の
数
値
を
採
用

し
て
い
る
。

（
質 

問
）
今
後
、
負
担
金
納

入
が
困
難
な
神
社
に
対
す

る
施
策
を
、
ど
の
よ
う
に

検
討
し
て
い
く
の
か
。

（
回 

答
）
負
担
金
是
正
委
員

会
と
は
別
に
協
議
す
る
必

要
が
あ
る
。
役
員
会
と
し

て
は
、
今
後
は
支
部
長
会

で
協
議
を
進
め
る
こ
と
に

し
た
。

な
ど
の
質
疑
応
答
を
経
て
、

本
二
議
案
も
可
決
さ
れ
た
。

（
広
報
部
会　

渡
邉
真
理
子
）

活発な質疑応答を経て議案は可決された
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平成 25年度

岡山県神社庁

一般会計歳入歳出決算書
　（平成 25 年 7 月 1 日〜平成 26 年 6 月 30 日）

　　　歳入総額    127,153,795 円
　　　歳出総額    109,006,495 円
　　　差引残高       18,147,300 円

科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）
Ⅰ神饌及び幣帛料 870,000 863,400 6,600

1 本庁幣 620,000 615,400 4,600
2 神饌及初穂料 250,000 248,000 2,000

Ⅱ財産収入 10,000 5,755 4,245
Ⅲ負担金 36,920,000 36,922,300 △ 2,300

1 神社負担金 25,844,000 25,845,290 △ 1,290
2 神職負担金 9,230,000 9,231,010 △ 1,010
3 支部負担金 1,846,000 1,846,000 0

Ⅳ交付金 65,480,000 65,423,120 56,880
1 本庁交付金 1,200,000 1,028,500 171,500
2 神宮神徳宣揚交付金 64,000,000 64,000,000 0
3 本庁補助金 280,000 394,620 △ 114,620

Ⅴ寄付金 3,000,000 2,905,000 95,000

Ⅵ諸収入
         6,805,000

3,985,352
          2,819,648

（3,805,000） （△ 180,352）
1 表彰金 50,000 50,000 0
2 預金利子 5,000 5,033 △ 33
3 申請料・任命料 2,000,000 2,452,000 △ 452,000

4 会費
         4,350,000

1,124,500
          3,225,500 

（1,350,000） （225,500）
5 雑収入            400,000 353,819 46,181

Ⅶ繰入金 1,250,000 1,250,000 0

当期歳入合計
     114,335,000

111,354,927
2,980,073

（111,335,000）          （△ 19,927）

前期繰越金
13,000,000

15,798,868
△ 2,798,868

（15,798,868） （0）

歳入合計
127,335,000

127,153,795
181,205

（127,133,868） （△ 19,927）

科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）
Ⅰ幣帛料 2,300,000 2,168,000 132,000

1 本庁幣 2,200,000 2,118,500 82,000
2 神社庁幣 100,000 50,000 50,000

Ⅱ神事費 400,000 305,335 94,665

Ⅲ事務局費
36,170,000

30,983,105
5,186,895

（36,270,000） （5,286,895）
1 表彰並びに儀礼費 1,500,000 1,143,099 356,901
　⑴各種表彰費 500,000 532,659 △ 32,659
　⑵慶弔費 1,000,000 610,440 389,560
2 会議費 200,000 40,389 159,611
3 役員関係費 1,500,000 1,400,000 100,000
　⑴役員報酬 1,280,000 1,280,000 0
　⑵視察研修費 100,000 0 100,000
　⑶地区会議関係費 120,000 120,000 0

4 給料及び福利厚生費
20,750,000

19,724,485
1,025,515

（20,850,000） （1,125,515）

　⑴給料
10,900,000

10,992,000
△ 92,000

（11,000,000） （8,000）
　⑵諸手当 6,100,000 5,627,045 472,955
　⑶各種保険 3,600,000 3,053,200 546,800
　⑷職員厚生費 150,000 52,240 97,760

科　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異（△）
５庁費 6,270,000 5,011,767 1,708,233
　⑴備品費 450,000 154,084 295,916
　⑵図書印刷費 750,000 508,901 241,099
　⑶消耗品費 1,300,000 948,543 351,457
　⑷水道光熱費 1,200,000 1,161,335 38,665
　⑸通信運搬費 900,000 727,613 172,387
　⑹傭人費 1,420,000 1,114,800 305,200
　⑺雑費 700,000 396,491 303,509
6 交際費 1,200,000 896,705 303,295
7 旅費 3,300,000 2,274,903 1,025,097
8 維持管理費 1,000,000 491,757 508,243

Ⅳ指導奨励費
15,556,000

9,418,625
6,137,375

（11,856,000） （2,437,375）
1 教化事業費 6,525,000 5,657,863 867,137
　⑴教化費 700,000 596,520 103,480
　⑵広報費 1,190,000 1,018,533 171,467
　⑶事業費 800,000 764,890 35,110
　⑷神宮奉賛費 2,585,000 2,387,185 197,815
　⑸育成費 1,250,000 890,735 359,265

2 神社庁研修所費
5,850,000

1,023,434
4,826,566

      （2,150,000）        （1,126,566）
　⑴研修費 2,150,000 1,023,434 1,126,566

　⑵直階講習費
3,700,000

0
3,700,000

                    （0）                      （0）
3 祭祀研究費 1,020,000 643,128 376,872
4 各種補助金 2,161,000 2,094,200 66,800
　⑴神政連関係費 135,000 135,000 0
　⑵神青協補助金 450,000 450,000 0
　⑶氏青協補助金 90,000 90,000 0
　⑷県教神協補助金 90,000 90,000 0
　⑸女子神職会補助金 162,000 162,000 0
　⑹県敬婦連補助金 117,000 117,000 0
　⑺神楽部補助金 90,000 90,000 0
　⑻作州神楽補助金 27,000 27,000 0
　⑼支部長懇話会補助金 150,000 150,000 0
　⑽神宮大祭派遣補助金 60,000 60,000 0
　⑾教誨師関係費 350,000 283,200 66,800
　⑿地区大会援助金 440,000 440,000 0

Ⅴ各種積立金 3,760,000 3,760,000 0
1 職員退職給与積立金 1,100,000 1,100,000 0
2 正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0
3 庁舎管理資金積立金 1,000,000 1,000,000 0
4 次期式年遷宮準備金 1,500,000 1,500,000 0
5 災害見舞積立金 0 0 0

Ⅵ神社関係者大会費 600,000 695,453 △ 95,453
Ⅶ負担金 22,365,450 22,079,770 285,680

1 本庁災害慰謝負担金 60,450 60,450 0
2 本庁負担金 6,045,000 6,045,000 0
3 本庁特別納付金 13,300,000 13,020,640 279,360
4 支部負担金報奨費 2,960,000 2,953,680 6,320

Ⅷ渉外費 550,000 476,800 73,200
1 友好団体関係費 350,000 302,350 47,650
2 時局対策費 100,000 64,200 35,800
3 同和対策費 100,000 110,250 △ 10,250

Ⅸ神宮神徳宣揚費交付金 33,490,000 33,440,000 50,000
Ⅹ大麻頒布事業関係費 6,100,000 5,679,407 420,593

1 頒布事務費 700,000 356,626 343,374
2 頒布事業奨励費 5,400,000 5,322,781 77,219

Ⅺ予備費
6,043,550

0
6,043,550

（9,442,418） （9,442,418）

当期歳出合計
127,335,000

109,006,495
18,328,505

（127,133,868） （18,127,373）
次期繰越金 0 18,147,300 △ 18,147,300

歳出合計
127,335,000

127,153,795
181,205

（127,133,868） （△ 19,927）

【歳入の部】

【歳出の部】

※表中の（　）内は補正予算額。
※差異（△）は、決算額が予算額に比して超過した場合 
　△で　表示する。
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【歳入の部】 【歳出の部】
科　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減（△）

前期繰越金 18,147,300 16,000,000 2,147,300
歳入合計 128,932,300 126,785,000 2,147,300

科　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減（△）
Ⅳ指導奨励費 9,931,000 9,901,000 30,000
４各種補助金 2,871,000 2,841,000 30,000

（10 神宮大麻派遣補助金） 60,000 30,000 30,000
Ⅶ負担金 22,626,150 22,383,550 242,600
1 本庁災害慰謝負担金 303,150 60,550 242,600
Ⅺ予備費 13,275,150 11,400,450 1,874,700
当期歳出合計 128,932,300 126,785,000 2,147,300
歳出合計 128,932,300 126,785,000 2,147,300

　

岡
山
県
神
社
庁
の
運
営
は
、「
各
神
社
か
ら

の
負
担
金
」
と
「
神
宮
大
麻
の
初
穂
料
」
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
庁
で
は
従

来
五
年
毎
に
負
担
金
賦
課
基
準
是
正
委
員
会

を
開
催
し
て
、
負
担
金
の
是
正
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
の
負
担
金
の
賦
課

基
準
の
適
用
が
平
成
二
十
七
年
六
月
ま
で
と

な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
負
担
金
の
あ

り
方
に
つ
い
て
同
委
員
会
を
設
置
し
て
検
討

し
ま
し
た
。
そ
の
検
討
結
果
を
平
成
二
十
六

年
十
一
月
の
協
議
員
会
に
お
い
て
審
議
し
、

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
の
負
担
金
の
賦
課
基

準
を
決
定
し
ま
し
た
。

　　

新
し
い
負
担
金
賦
課
基
準
の
要
点
は
次
の

三
点
で
す
。

　
①
負
担
金
の
総
額
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
額
の

三
千
六
百
九
十
二
万
円
と
す
る
。

②
負
担
金
賦
課
の
基
礎
と
な
る
「
神
社
基
礎

デ
ー
タ
」
の
調
査
を
行
い
、
デ
ー
タ
変
更
の

あ
る
神
社
の
み
回
答
す
る
。

③
今
回
の
賦
課
基
準
は
、
平
成
二
十
七
年
度

か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
使
用
し
、
以
降

三
年
毎
に
負
担
金
是
正
の
要
不
要
を
検
討
す

る
。

　

こ
の
中
で
、
②
と
③
は
こ
れ
ま
で
の
方
法

か
ら
の
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

　

②
の
デ
ー
タ
調
査
に
つ
い
て
は
、
従
来
の

「
全
神
社
か
ら
回
答
を
戴
く
方
法
」
か
ら
、「
変

更
が
あ
る
神
社
の
み
回
答
を
戴
く
方
法
」
に

変
更
し
ま
し
た
。

　

③
の
賦
課
基
準
の
適
用
期
間
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
五
年
か
ら
三
年
に
変
更
し
ま
し
た
。

　　

今
回
の
審
議
は
、
賦
課
基
準
そ
の
も
の
を

変
更
す
る
と
い
う
方
向
性
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
ま
た
、
負
担
金
を
支
部
に
納
金
で

き
な
い
状
況
の
神
社
に
対
す
る
負
担
金
の
減

免
案
を
「
役
員
支
部
長
会
」
で
引
き
続
き
審

議
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
、
審

議
の
開
始
が
支
部
の
再
編
成
が
行
わ
れ
た
直

後
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
と
な
り
ま
し
た
。
再

編
成
が
な
さ
れ
た
支
部
か
ら
は
事
務
負
担
が

増
加
し
た
と
の
声
も
あ
り
ま
し
た
。
一
方
、

委
員
会
予
算
な
ど
も
大
幅
に
抑
制
す
る
な
ど
、

支
部
、
神
社
庁
、
委
員
会
な
ど
の
努
力
に
よ

り
平
成
二
十
六
年
度
予
算
は
緊
縮
予
算
と
な

り
ま
し
た
が
、
負
担
金
総
額
は
現
状
維
持
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

負
担
金
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
支
部
長
や

総
代
会
の
代
表
の
方
々
の
意
見
を
反
映
し
た

公
平
な
も
の
で
あ
る
よ
う
努
め
、
有
効
且
つ

適
正
に
使
用
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　　

負
担
金
賦
課
基
準
是
正
委
員
会
の
委
員
及

び
主
な
決
定
事
項
は
次
の
通
り
で
す
。

【
委
員
長
】
神
社
庁
長

【
委
員
】
神
社
庁
役
員
・
監
事
・
支
部
長
、

県
神
社
総
代
会
役
員
の
中
か
ら
六
人

　
平
成
二
十
六
年

三
月
十
二
日

財
務
委
員
会
、
神
社
庁
役
員
会
で
検
討
し
た

是
正
案
を
提
示
し
、
支
部
長
か
ら
是
正
案
に

対
す
る
意
見
、
負
担
金
と
神
社
庁
財
政
全
般

に
か
か
わ
る
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

六
月
六
日

負
担
金
総
額
は
現
状
維
持
す
る
こ
と
を
神
社

庁
役
員
側
か
ら
提
案
し
、
委
員
の
賛
同
を
得

た
。
ま
た
、
負
担
金
の
是
正
の
期
間
を
三
年

と
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

八
月
十
九
日

負
担
金
賦
課
徴
収
規
程
と
負
担
金
賦
課
徴
収

規
程
施
行
細
則
を
一
本
化
す
る
こ
と
と
し
た
。

負
担
金
減
免
措
置
案
は
、
審
議
の
場
を
是
正

委
員
会
と
す
る
か
支
部
長
会
と
す
る
か
の
判

断
を
神
社
庁
役
員
会
に
委
ね
た
。（
そ
の
後
、

同
役
員
会
で
負
担
金
減
免
措
置
案
は
、
神
社

庁
役
員
と
支
部
長
で
審
議
す
る
こ
と
と
し

た
。）

負
担
金
賦
課
基
準
是
正
委
員
会
の
経
過
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十
一
月
二
十
五
日(
火)
・
二
十
六
日(

水)

の
二
日
間
に
わ
た
り
、
全
国
神
社
庁
の
教
化

担
当
者
六
十
九
名
が
集
い
、
神
社
本
庁
に
於

い
て
標
記
会
議
が
開
催
さ
れ
、
岡
山
県
か
ら

は
、
太
田
教
化
委
員
長
・
根
石
教
化
副
委
員

長
が
参
加
し
た
。

　

本
会
議
は
、
都
市
部
に
お
け
る
昨
今
の
共

同
体
意
識
の
希
薄
化
、
地
方
に
お
い
て
は
少

子
高
齢
化
、
過
疎
化
等
に
よ
り
、
神
社
を
支

え
る
基
盤
で
あ
る
氏
子
意
識
の
低
下
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
年
度
か
ら
の
新

た
な
教
化
実
践
目
標
で
あ
る
「
氏
子
意
識
の

啓
発
と
家
庭
の
ま
つ
り
の
振
興
を
目
指
し
て
」

と
い
う
主
題
に
基
づ
い
た
内
容
で
あ
っ
た
。

　

初
日
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

樹
木
・
環
境
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
理
事
長
の
澁
澤
寿
一
氏
が
「
現
代

社
会
と
過
疎
化
問
題
―
地
域
活
性
化
と
は
何

か
」
と
の
演
題
で
基
調
講
演
を
行
い
、
現
代

社
会
に
生
き
る
人
々
を
、
七
十
歳
代
以
上
の

戦
前
生
ま
れ
世
代
、
三
十
歳
代
～
六
十
歳
代

の
高
度
経
済
成
長
期
～
バ
ブ
ル
期
世
代
、
十

歳
代
後
半
～
二
十
歳
代
バ
ブ
ル
以
降
の
世
代

と
い
う
三
つ
の
世
代
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
世
代
別
の
価
値
観
を
比
較
。
又
、
村
と
現

代
の
暮
ら
し
に
お
け
る
人
と
人
と
の
関
係
性

の
比
較
を
し
な
が
ら
、
経
済
発
展
の
限
界
に

も
言
及
し
、
将
来
の
見
通
し
が
な
く
、
不
安

を
抱
え
る
現
代
の
若
者
達
の
為
に
も
「
あ
り

が
た
さ
」
や
、
煩
わ
し
さ
を
と
も
な
う
「
温

か
さ
」
の
重
要
性
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
求

め
ら
れ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。

　

そ
の
後
、
四
つ
の
分
散
会
に
分
か
れ
、「
各

神
社
庁
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
」「
氏
子
意
識

の
啓
発
と
家
庭
の
ま
つ
り
の
振
興
に
つ
い
て
」

「
過
疎
地
域
の
現
状
と
祭
祀
の
継
承
に
つ
い

て
」、
ま
た
明
年
が
終
戦
七
十
年
を
迎
え
る
こ

と
か
ら
「
各
神
社
庁
の
英
霊
顕
彰
へ
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
」
と
い
う
四
点
に
つ
い
て
検

討
・
討
議
が
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
二
日
目
に
は
、
四
分
散
会
に
お
け
る

各
県
の
報
告
に
基
づ
い
て
全
体
議
論
が
な
さ

れ
、
家
庭
祭
祀
に
関
わ
る
Ｃ
Ｍ
作
成
の
要
望

や
県
レ
ベ
ル
で
作
成
さ
れ
た
Ｃ
Ｍ
情
報
は
全

国
で
共
有
し
た
い
と
い
う
要
望
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
日
頃
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
、

教
育
委
員
会
な
ど
の
諸
団
体
と
の
交
流
を
密

に
し
て
、
教
化
活
動
に
生
か
す
必
要
が
あ
る

な
ど
の
意
見
が
出
た
。

（
教
化
委
員
会
副
委
員
長　

根
石
俊
明
）

　
　

八
月
二
十
一
・
二
十
二
日
の
両
日
、
中
国

地
区
教
化
会
議
が
、
倉
吉
シ
テ
ィ
ー
ホ
テ
ル

で
開
催
さ
れ
た
。

　

本
会
議
は
中
国
五
県
の
教
化
担
当
者
が
集

ま
り
、
各
県
の
教
化
事
業
を
紹
介
し
質
疑
応

答
を
行
う
活
動
報
告
と
、
中
国
地
区
へ
の
各

県
に
よ
る
提
案
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
交
換

や
採
決
が
な
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
当
県

か
ら
は
太
田
浩
司
教
化
委
員
長
、
林
浩
平
・

根
石
俊
明
両
副
委
員
長
ら
が
出
席
し
、
各
県

担
当
者
合
わ
せ
て
十
七
名
が
参
加
し
た
。

　

主
な
事
業
紹
介
で
は
、
広
島
県
か
ら
は
神

社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
と
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ

の
放
映
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
、
山
口
県

か
ら
は
県
の
観
光
推
進
事
業
へ
の
関
与
と
教

化
委
員
会
総
会
に
つ
い
て
、
そ
し
て
鳥
取
県

か
ら
は
神
宮
大
麻
啓
発
看
板
の
購
入
設
置
、

教
化
だ
よ
り
の
発
行
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、
当

県
か
ら
は
広
報
部
会
が
手
掛
け
る
『
庁
報
』

の
作
成
や
神
宮
奉
賛
部
会
に
よ
る
タ
ウ
ン

メ
ー
ル
の

活
用
な

ど
、
四
部

会
の
活
動

に
つ
い
て

報
告
し

た
。

　

ま
た
提

案
事
項
と

し
て
当
県

か
ら
次
の

三
項
目
を
提
出
し
た
。

① 

神
社
本
庁
が
行
う
「
三
カ
年
継
続
神
宮
大

麻
都
市
頒
布
向
上
計
画
」
を
中
国
地
区
で
活

用
し
て
、
氏
神
神
社
へ
の
参
拝
と
神
宮
大
麻

頒
布
啓
発
チ
ラ
シ
を
年
内
に
製
作
す
る
こ
と
。

② 

山
口
県
主
導
で
行
っ
た
、
過
疎
・
少
子
高

齢
化
に
関
わ
る
神
社
運
営
状
況
ア
ン
ケ
ー
ト

の
集
計
結
果
を
早
め
に
共
有
す
る
こ
と
。

③ 

中
国
地
区
社
頭
講
演
研
修
会
の
在
り
方
に

つ
い
て
。

協
議
の
結
果
、
①
は
了
承
さ
れ
、
②
も
山
口

県
が
集
計
で
き
次
第
、
各
県
に
送
付
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
ま
た
③
は
予
算
措
置
を
伴
う

事
項
な
の
で
、
各
県
事
務
局
が
相
談
の
上
、

庁
長
連
絡
会
議
で
開
催
方
法
等
を
明
確
に
す

る
事
に
な
っ
た
。

（
教
化
委
員
会
委
員
長　

太
田
浩
司
）

氏
子
意
識
の
啓
発
と
家
庭
の

ま
つ
り
の
振
興
を
目
指
し
て

全
国
教
化
会
議

全国から集まった教化委員

神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上

計
画
等
に
つ
い
て
協
議

中
国
地
区
教
化
会
議

各県による活動報告と意見交換
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笑いの渦に包む桂小春団治

　

昨
年
、
勝
田
支
部
と
英
田
支
部
が
合
併
し
、

新
し
く
美
作
支
部(

田
村
光
弘
支
部
長)

が
設

立
さ
れ
て
一
年
が
経
過
し
た
。
こ
の
一
年
間

は
ま
さ
に
手
探
り
の
支
部
運
営
で
あ
っ
た
が
、

今
年
度
に
な
っ
て
か
ら
は
、「
地
域
と
共
に
歩

む
神
社
活
動
」
を
活
動
方
針
と
し
て
標
榜
し
、

神
職
・
総
代
が
一
丸
と
な
っ
て
取
組
む
事
に

な
っ
た
。
こ
こ
に
そ
の
一
部
を
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
く
。

　

八
月
九
日
、
奈
義
町
文
化
セ
ン
タ
ー
に
於

い
て
、
管
内
の
神
職
十
五
名
と
神
社
総
代
長

九
十
六
名
の
参
加
を
得
て
、
美
作
支
部
定
期

総
会
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。
定
期
総
会
に

は
来
賓
と
し
て
、
河
本
貞
紀
岡
山
県
神
社
庁

長
・
花
房
昭
夫
奈
義
町
長
・
渡
邉
吉
幸
岡
山

県
議
会
議
員
三
名
の
臨
席
を
得
、
河
本
庁
長

か
ら
は
昨
年
の
式
年
遷
宮
に
対
す
る
御
礼
と
、

今
後
も
継
続
し
て
各
神
社
へ
の
支
援
と
協
力

を
依
頼
す
る
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

次
に
支
部
長
表
彰
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ

は
勝
田
支
部
の
時
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
岡

山
県
神
社
庁
表
彰
規
程
に
該
当
し
な
い
方
で
、

神
職
・
総
代
・
氏
子
・
団
体
等
神
社
に
対
し

て
功
労
の
あ
っ
た
方
々
を
定
期
総
会
に
於
い

支
部
定
期
総
会
で

　
　「
落
語
鑑
賞
」

て
表
彰
し
て
い
る
制
度
で
あ
る
。
今
年
度
は
、

横
仙
歌
舞
伎
保
存
会(

花
房
昭
夫
会
長)

と
江

見
神
社
注
連
縄
保
存
会(

山
本
稔
会
長)

の
二

団
体
が
表
彰
を
受
け
、
支
部
長
よ
り
表
彰
状

と
記
念
品
が
贈
ら
れ
た
。

　

次
に
平
成
二
十
五
年
度
の
決
算
・
事
業
報

告
と
平
成
二
十
六
年
度
の
予
算
・
事
業
計
画

案
が
諮
ら
れ
承
認
決
議
さ
れ
、
終
了
後
、
新

し
い
取
り
組
み
と
し
て
落
語
鑑
賞
を
行
っ
た
。

こ
の
事
業
を
行
う
に
あ
た
り
頭
を
悩
ま
せ
た

の
が
、
い
か
に
多
く
の
来
場
者
に
来
て
い
た

だ
く
か
で
あ
っ
た
。
色
々
と
方
法
を
考
え
た

末
、
次
の
よ
う
な
広
報
活
動
を
行
っ
た
。
管

内
神
社
の
総
代
長
宛
て
に
落
語
の
案
内
書
を

送
付
し
て
、
他
の
総
代
や
氏
子
に
紹
介
し
て

い
た
だ
く
よ
う
依
頼
し
た
。
ま
た
、
総
会
会

場
が
奈
義
町
内
と
い
う
事
で
、
奈
義
町
全
戸

に
広
報
誌
と
一
緒
に
案
内
文
を
送
付
す
る
事

が
出
来
た
。

　

残
念
な
が
ら
当
日
は
台
風
十
一
号
の
影
響

で
来
場
者
が
予
想
よ
り
少
な
か
っ
た
が
、
約

三
百
名
の
来
場
を
頂
く
事
が
出
来
、
ま
ず
前

座
の
桂
治
門
氏
が
軽
妙
な
語
り
口
で
場
を
和

ま
せ
、
次
に
真
打
の
桂
小
春
団
治
師
匠
の
貫

禄
の
新
作
落
語
に
、
会
場
は
笑
い
の
渦
に
包

ま
れ
来
場
者
は
満
足
し
て
帰
ら
れ
た
よ
う
で

あ
っ
た
。
時
間
に
し
て
約
一
時
間
。
直
接
的

に
は
神
社
界
と
落
語
の
接
点
は
な
い
が
、
発

想
の
転
換
に
よ
り
、
皆
が
楽
し
い
一
時
を
共

有
す
る
と
い
う
有
意
義
な
事
業
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
自
負
し
て
い
る
。

　

ま
た
そ
の
他
の
新
し
い
取
り
組
み
と
し
て
、

総
代
・
氏
子
対
象
の
祭
式
作
法
の
講
習
会
を

行
う
計
画
を
立
て
て
い
る
。
当
支
部
の
神
社

で
の
大
祭
に
は
一
人
奉
仕
が
多
く
、
総
代
や

氏
子
も
神
饌
の
伝
供
を
し
て
祭
典
を
行
っ
て

い
る
所
が
殆
ど
で
あ
る
。
神
職
で
な
く
と
も
、

最
低
限
の
祭
式
作
法
を
身
に
つ
け
て
も
ら
う

こ
と
で
祭
典
に
参
加
し
て
い
る
意
識
が
高
ま

り
、
厳
粛
で
盛
大
な
祭
典
斎
行
を
目
指
し
て

企
画
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
開
催
月
は
決

ま
っ
て
い
な
い
が
、
着
々
と
計
画
は
進
行
中

で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
継
続
事
業
と
し
て
は
、
毎
年

十
二
月
に
行
っ
て
い
る
注
連
縄
講
習
会
は
勝

田
支
部
が
平
成
十
九
年
度
か
ら
始
め
た
も
の

で
、
年
々
参
加
者
が
増
加
し
て
い
る
好
評
事

業
で
あ
る
。
当
初
は
事
務
局
の
自
宅
で
開
催

し
て
い
た
が
、
昨
年
、
参
加
者
が
八
十
三
名

に
な
っ
た
た
め
会
場
を
奈
義
町
体
育
館
に
移

し
た
。
参
加
者
は
講
習
会
で
習
得
し
た
技
術

を
各
神
社
に
持
ち
帰
っ
て
氏
子
等
と
一
緒
に

注
連
縄
を
作
る
よ
う
に
な
り
、
新
年
に
は
神

社
社
頭
に
新
し
い
立
派
な
注
連
縄
が
飾
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
大
変
喜
ば
れ
て
い
る
。

　

ま
た
二
年
に
一
度
、
神
社
巡
拝
を
行
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
支
部
内
の
神
社
を
宮
司
と
総

代
等
と
参
拝
す
る
も
の
で
、
神
社
運
営
の
苦

労
話
等
を
聞
く
事
で
、
総
代
同
志
が
親
交
を

深
め
る
と
共
に
情
報
交
換
、
相
互
理
解
を
深

め
る
事
を
目
的
と
し
て
い
る
事
業
で
あ
る
。

　

現
在
、
美
作
支
部
に
は
本
務
・
兼
務
を
含

め
三
十
七
名
の
神
職
が
在
籍
し
て
い
る
が
、

平
均
年
齢
六
十
五
、九
二
歳
と
高
齢
化
が
進
ん

で
い
る
。
少
子
高
齢
化
が
進
む
現
在
、
各
地

区
の
氏
子
数
の
減
少
に
よ
り
神
社
の
存
続
自

体
が
厳
し
く
な
る
と
の
数
値
も
示
さ
れ
て
い

る
が
、
十
年
後
の
神
職
の
数
も
大
き
く
減
少

し
、
特
に
郡
部
で
は
神
職
の
後
継
者
問
題
で

大
変
な
苦
労
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
な
将
来
を
ふ
ま
え
た
時
、
こ
れ
か
ら
の
神

職
は
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
、「
地
域
と

共
に
歩
む
神
社
活
動
」
の
推
進
を
図
っ
て
い

く
事
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

美 

作 

支 

部   

髙
山
　
命
之
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今
年
で
二
十
回
目
！

　

今
年
八
月
二
十
日
か
ら
二
十
二
日
の
日
程

で
、
育
成
部
主
催
の
『
こ
ど
も
伊
勢
ま
い

り
』
が
実
施
さ
れ
、
七
名
の
ス
タ
ッ
フ
が
同

行
し
県
下
の
小
学
四
年
生
か
ら
中
学
二
年
生

ま
で
の
男
子
二
十
二
名
、
女
子
十
五
名
、
計

三
十
七
名
が
参
加
し
た
。

　

ひ
と
言
で
二
十
回
と
は
言
う
も
の
の
、
関

係
各
位
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
頂
き
、
毎
回

の
如
く
慎
重
審
議
を
重
ね
て
安
全
無
事
故
に

て
実
施
さ
れ
て
き
た
歴
史
あ
る
事
業
だ
。
そ

も
そ
も
数
年
間
の
継
続
を
目
標
に
立
ち
上
げ

ら
れ
た
こ
の
『
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
』
は
好

評
を
博
し
、
今
や
育
成
部
会
の
看
板
事
業
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
少

し
沿
革
に
ふ
れ
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
。

　

顧
み
れ
ば
平
成
五
年
の
第
六
十
一
回
神
宮

式
年
遷
宮
の
翌
年
四
月
、
遷
宮
奉
賛
会
岡
山

県
本
部
解
散
式
が
開
催
さ
れ
、
守
分
本
部
長

よ
り
残
余
財
産
処
分
案
と
し
て
そ
の
一
部
を

青
少
年
の
参
宮
活
動
の
推
進
の
た
め
に
支
出

す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
満
場
一
致
で
承
認

さ
れ
た
。
育
成
部
会
の
前
身
で
あ
る
井
上
亮

二
委
員
長
率
い
る
青
少
年
対
策
委
員
会
に
よ

参加者と同行スタッフ全員で記念撮影

『
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
』

り
、
次
回
の
遷
宮
に
向
け
こ
れ
か
ら
の
日
本

を
担
う
青
少
年
に
「
神
宮
へ
の
親
し
み
と
氏

神
様
、
さ
ら
に
祖
先
を
敬
う
心
、
併
せ
て
自

然
と
の
触
れ
合
い
体
験
を
通
し
て
自
然
に
対

す
る
畏
敬
の
念
を
養
い
育
て
よ
う
」
と
の
主

旨
の
も
と
、
数
々
の
趣
向
を
凝
ら
し
た
「
伊

勢
ま
い
り
と
自
然
体
験
の
旅
」
は
、
格
安
料

金
で
参
加
で
き
、
且
つ
父
兄
を
同
伴
し
な
い

子
ど
も
達
だ
け
の
旅
と
い
う
、
他
に
類
を
見

な
い
画
期
的
な
事
業
と
し
て
、
翌
平
成
七
年

の
夏
休
み
八
月
下
旬
に
第
一
回
が
実
施
さ
れ

た
。

　

平
成
七
年
と
い
う
年
は
、
奇
し
く
も
本
庁

並
び
に
岡
山
県
神
社
庁
開
設
五
十
周
年
の
輝

か
し
い
年
で
は
あ
っ
た
が
、
一
月
十
七
日
に

発
生
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災
、
三
月
二
十
日

の
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
等
、
国
内
を
震
撼
さ

せ
る
よ
う
な
大
事
件
が
相
次
ぎ
、
神
社
界
に

あ
っ
て
も
小
笠
原
庁
長
が
ご
逝
去
に
な
ら
れ

る
と
い
う
弔
事
が
重
な
り
、
決
し
て
佳
年
と

は
言
い
難
い
年
で
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な
世
情

の
中
に
も
初
挑
戦
で
あ
る
企
画
が
現
実
の
も

の
と
な
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
委
員
ら
の
努

力
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。

　

時
を
経
て
、
こ
れ
ま
で
に
延
べ
七
百
名
前

後
の
子
ど
も
た
ち
を
伊
勢
の
地
へ
と
誘
っ
て

き
た
こ
の
事
業
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
成
果
を
上

げ
て
い
る
か
を
計
り
知
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
と
な
り
、
神
宮

を
は
じ
め
神
社
へ
の
関
心
、
氏
子
と
し
て
の

意
識
に
、
何
ら
か
の
好
影
響
を
も
た
ら
し
て

い
る
に
違
い
な
い
。
回
を
重
ね
る
う
ち
、
参

加
し
て
く
れ
た
子
供
た
ち
は
次
々
に

立
派
に
成
長
し
、
神
職
子
弟
に
あ
っ

て
は
、
家
を
継
ぐ
人
、
ま
た
神
職
と

し
て
他
県
で
活
躍
し
て
い
る
人
、
近

年
で
は
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
の
ス

タ
ッ
フ
と
し
て
協
力
し
て
く
れ
る
人

が
出
て
き
た
等
、
自
負
で
き
る
域
に

達
し
た
と
言
え
る
。

　

本
年
も
当
時
と
変
わ
ら
ぬ
主
旨
の

も
と
、
ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ
シ
、
ま
た

ラ
ジ
オ
放
送
を
も
活
用
し
て
広
く
一

般
に
も
呼
び
掛
け
、
大
型
バ
ス
満
員

を
目
標
に
募
集
活
動
を
展
開
し
た
。

結
果
神
職
を
介
し
た
応
募
が
二
十
九

名
、
一
般
か
ら
八
名
、
直
前
の
キ
ャ

ン
セ
ル
一
名
と
年
齢
制
限
に
引
っ
か

か
っ
た
応
募
者
を
含
め
る
と
、
実
に

四
十
名
以
上
の
応
募
を
戴
く
に
至
っ

た
。
旅
の
内
容
に
つ
い
て
は
例
年
と

ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
た
め
割
愛
さ
せ
て

頂
く
が
、
細
か
な
反
省
点
は
あ
る
も
の
の
、

当
初
の
目
的
を
達
成
し
、
全
員
無
事
に
旅
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
年
々
厳
し
く
な
る

酷
暑
の
中
、
献
身
的
に
活
動
し
て
戴
い
た
同

行
ス
タ
ッ
フ
に
は
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ

た
い
。

　

一
つ
残
念
な
の
は
、
前
回
に
続
い
て
今
回

に
於
い
て
も
、
内
外
両
宮
の
御
垣
内
参
拝
・

雅
楽
、
火
鑽
の
体
験
学
習
・
舞
楽
衣
装
等
の

見
学
の
受
け
入
れ
が
無
か
っ
た
こ
と
だ
。
要

教
化
委
員
会
育
成
部
会

　
部
長
　
小
野
　
義
典
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す
る
に
主
目
的
の
伊
勢
ま
い
り
が
、
自
由
参

拝
と
お
神
楽
の
奉
納
、
せ
ん
ぐ
う
館
の
拝
観

の
み
と
言
う
淋
し
い
内
容
に
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
。
崇
敬
会
の
方
の
説
明
は
あ
っ

た
も
の
の
、
小
さ
な
こ
ど
も
達
に
と
っ
て
は

作
文
の
時
間
に
さ
ぞ
苦
労
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
本
庁
を
通
じ
、
服
装
を
整
え
、
岡
山
県

神
社
庁
旗
を
掲
げ
て
の
参
拝
に
ど
う
か
ご
理

解
を
頂
き
、
こ
れ
ま
で
同
様
の
受
け
入
れ
を

お
願
い
し
た
い
と
こ
ろ
だ
。

　

緊
縮
財
政
の
中
こ
の
度
の
実
施
に
は
暗
雲

特
殊
神
事
部
会
の

謎
に
せ
ま
る

　「
祭
祀
委
員
会
・
特
殊
神
事
部
会
」、
何
や

ら
謎
め
い
た
名
称
の
部
会
が
、
私
達
の
活
動

の
場
で
す
。
同
委
員
会
の
「
祭
儀
部
会
」「
雅

楽
部
会
」「
祭
祀
舞
部
会
」
に
比
べ
、
何
を
し

て
い
る
部
会
な
の
か
不
明
な
方
も
多
数
お
ら

れ
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
特
殊
神
事
部
会
の
活
動
に
つ
て
ご
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
特
殊
神
事
部
会
は
、
他
の
部
と
兼

任
し
て
い
る
者
も
含
め
て
六
名
の
個
性
豊
か

な
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
県
内
各

地
の
神
社
で
行
わ
れ
て
い
る
祭
事
の
中
で
も
、

古
く
か
ら
伝
わ
る
一
社
固
有
の
特
殊
な
神
事

を
調
査
・
取
材
し
、
不
定
期
的
な
が
ら
調
査

報
告
書
を
発
行
し
て
い
ま
す
。
近
年
で
は
「
茅

の
輪
く
ぐ
り
」、「
特
殊
神
饌
」、「
お
百
度
石
」

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
報
告
書
の
発

行
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
写
真
展
は
過
去
に
は
梶
並
神
社
・

鋤
崎
八
幡
神
社
・
吉
川
八
幡
神
社
な
ど
を
、

近
年
で
は
新
見
地
域
の
「
宮
座
神
事
」、
真
庭

市
の
下
見
神
社
の
「
火
の
神
舞
」
を
調
査
・

取
材
し
、
三
月
か
ら
六
月
ま
で
の
三
ヶ
月
間

写
真
を
神
社
庁
ロ
ビ
ー
に
展
示
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
取
材
及
び
調
査
し
た
内
容
は
庁
報

の
紙
面
や
、
祭
祀
委
員
会
主
催
の
祭
式
研
修

会
で
も
発
表
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
ま
で
こ
の
「
特
殊
神
事
部
会
」
の
部
長

を
務
め
ら
れ
た
諸
先
輩
方
は
、
皆
さ
ん
知
識

も
経
験
も
豊
富
な
方
々
で
、
学
術
的
に
県
内

の
特
殊
神
事
を
検
証
し
庁
報
や
報
告
書
で
解

説
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
何

の
知
識
も
経
験
も
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た

だ
「
好
き
」
だ
け
で
神
社
や
神
様
、
神
事
を

調
べ
て
い
る
未
熟
者
で
す
か
ら
、
諸
先
輩
方

の
よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
私
が

目
指
し
た
方
向
性
は
「
伝
え
、
残
す
」
で
す
。

　

東
京
で
奉
職
し
て
い
た
私
が
岡
山
県
に
帰

り
、
社
務
に
従
事
し
て
最
初
に
苦
戦
し
た
の

が
、
県
北
独
特
の
「
大
祓
太
鼓
」
で
し
た
。

そ
の
後
、
縁
あ
っ
て
助
勤
に
行
っ
た
新
見
地

方
の
神
社
で
の
「
お
神
楽
」
は
更
に
カ
ル

チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
都
内
の
神
社
で

が
立
ち
込
め
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
教
化
委

員
会
各
部
会
は
元
よ
り
多
く
の
関
係
者
の

方
々
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
本
年
も

無
事
開
催
す
る
事
が
で
き
た
こ
と
は
感
謝
の

極
み
で
あ
る
。
こ
の
程
神
社
本
庁
よ
り
提
示

さ
れ
た
三
ヵ
年
継
続
の
教
化
実
践
目
標
に
即

し
、
ま
た
教
化
活
動
の
原
点
と
も
言
え
る
こ

ど
も
伊
勢
ま
い
り
が
今
後
も
最
高
の
形
で
継

続
さ
れ
る
こ
と
を
祈
り
つ
つ
二
十
回
目
の
節

目
の
報
告
と
さ
せ
て
頂
く
。

経
験
し
た
事
か
ら
見
れ
ば
、
岡
山
県
北
の
日

常
の
祈
願
祭
が
既
に
「
特
殊
神
事
」
だ
っ
た

か
ら
で
す
。
そ
れ
を
見
て
か
ら
、
県
内
の
地

域
性
豊
か
な
祭
祀
に
興
味
を
持
ち
始
め
、
つ

い
に
こ
こ
「
特
殊
神
事
部
会
」
へ
と
導
か
れ

て
い
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

今
後
「
特
殊
神
事
部
」
の
役
割
と
し
て
、

従
来
の
調
査
・
報
告
に
加
え
、
県
内
各
地
に

先
人
達
が
絶
や
さ
ず
伝
え
て
き
た
祭
祀
の
形

が
、
世
代
交
代
や
過
疎
化
な
ど
で
絶
え
た
り

簡
素
化
さ
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
後
世
に
伝

え
、
い
つ
ま
で
も
残
し
て
い
く
為
の
一
助
に

な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
「
特
殊
神
事
部
会
」

の
存
在
意
義
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

特
殊
神
事
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
神
事
は
、

氏
子
さ
ん
や
宮
司
さ
ん
へ
の
負
担
も
大
き
く
、

氏
子
の
減
少
が
著
し
い
地
域
で
は
、
こ
れ
を

維
持
し
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
事
だ

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
い
か
な
る
祭

儀
も
、
今
の
完
成
さ
れ
た
形
に
な
る
に
は
、

神
様
へ
の
礼
を
尽
く
す
意
が
あ
っ
て
成
立
し

て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
人
間
の
都
合

で
形
を
変
え
る
こ
と
は
神
様
に
対
し
て
「
失

礼
」
に
あ
た
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か

ら
「
特
殊
神
事
部
会
」
に
課
せ
ら
れ
た
役
割

は
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
こ
れ
か
ら
も
「
特
殊
神
事
部
会
」
の

活
動
に
対
し
、
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協

力
、
ご
指
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「火の神舞」（下見神社・真庭市）

祭
祀
委
員
会
特
殊
神
事
部
会

           
部
長
　
鈴
木
　
宏
志
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神社における更なるインターネットの活用
第
三
回

Ｓ
Ｎ
Ｓ
時
代
の
到
来
！

岡  

山  

神  

社

　
　
権
禰
宜
　
久
山
　
信
太
郎

 

こ
れ
ま
で
２
回
に
亘
っ
て
、
神
社
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
方
法
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ブ
ロ
グ
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
。
ネ
ッ
ト
が
も
は
や
社

会
の
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
に
な
っ
た
今
、
神
社
界
は
さ
ら
に
ネ
ッ
ト
を
駆
使

し
地
域
社
会
や
世
界
と
繋
が
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
最
終
回
の
今
回
は
、

現
在
一
番
手
軽
に
情
報
発
信
、
交
流
が
で
き
る
S
N
S
に
つ
い
て
解
説

し
て
い
く
。

●
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
」
っ
て
？
　

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
い
う
単
語
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
方
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
（Facebook

）
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
（Tw

itter
）、
そ
し
て
ラ

イ
ン
（LIN

E

）
と
い
う
と
多
く
の
方
が
聞
い
た
事
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
の
略
で

あ
り
、
簡
単
に
言
う
と
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
人
と
交
流
す
る
こ
と

が
で
き
る
仕
組
み
の
こ
と
を
言
う
。
こ
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
代
表
格
で
あ
る
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
（
決
し
て
顔
が
載
っ
た
本
で
は
な
い
で
す
！
）
は
ア
メ
リ
カ
で
始

ま
っ
た
サ
ー
ビ
ス
で
、
現
在
利
用
者
数
は
世
界
中
で
10
億
人
を
超
え
て
い
る
。

日
本
で
も
多
く
の
人
が
「
実
名
」
で
利
用
し
て
お
り
、
登
録
し
た
者
が
友
人

等
と
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
写
真
や
動
画
、
そ
し
て
情
報
な
ど
を
共
有
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
馴
染
み
が
な
い
方
は
難
し
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

http://w
w

w
.facebook.com

(

検
索
でfacebook

で
も
可
）に
ア
ク
セ
ス
し
、

自
分
の
名
前
と
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録
す

る
だ
け
で
ま
ず
は
使
え
る
よ
う
に
な
る
。
友

人
知
人
の
本
名
を
検
索
し
て
み
る
と
、
い
か

に
多
く
の
人
が
こ
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
利

用
し
て
い
る
か
が
分
か
る
と
思
う
。
そ
し
て

普
段
は
分
か
ら
な
い
よ
う
な
他
の
人
の
趣
味

や
活
動
な
ど
を
垣
間
み
る
事
が
で
き
、
そ
れ

に
よ
っ
て
自
分
の
自
己
啓
発
に
繋
が
る
事
も

あ
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
は
個
人
の

情
報
交
換
の
み
な
ら
ず
、
企
業
・
団
体
も
専

用
の
ペ
ー
ジ
を
持
つ
事
が
可
能
で
あ
る
。
企

業
で
あ
れ
ば
新
商
品
の
紹
介
な
ど
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
使
用
す
る
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
く
、
企
業

の
フ
ァ
ン
を
増
や
す
事
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
用
す

れ
ば
容
易
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
神
社
も
専
用

の
ペ
ー
ジ
を
持
つ
事
が
で
き
る
。

●
神
社
で
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
活
用
術

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
は
ま
る
で
会
話
を
す
る
よ
う
に

人
々
が
情
報
を
共
有
し
、
意
見
の
交
換
を
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
会
話
で
は

不
可
能
な
、
写
真
や
動
画
の
共
有
、
そ
し
て

他
の
投
稿
の
シ
ェ
ア
（
他
人
の
投
稿
を
自
分

が
書
い
た
か
の
様
に
投
稿
で
き
る
機
能
）
ま

で
出
来
て
し
ま
う
。
今
ま
で
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ブ
ロ
グ
等
の
神
社
で
の
活
用
に
つ
い
て
説
明

し
て
き
た
が
、
個
人
的
に
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
神
社

に
最
も
適
し
て
い
る
ツ
ー
ル
だ
と
思
う
。
そ

れ
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
、
村
の
寄
り
合
い
の
様
に
人
々

を
繋
ぐ
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
例
え
ば
、
岡
山
神
社
で
は
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
で
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
る
が
、
私

自
身
が
神
社
の
歴
史
な
ど
を
投
稿
し
た
と
こ

ろ
「
こ
の
町
内
で
は
こ
う
い
う
言
い
伝
え
が

ま
だ
残
っ
て
い
る
」
と
か
、「
祖
父
に
神
社
に

つ
い
て
こ
う
い
っ
た
話
を
聞
い
た
」
な
ど
、

「いいね！ 546 件」から情報が拡散していく

（
最
終
回
）

リアルタイムに情報発信



（11）第 118 号 岡山県神社庁庁報 平成 27 年 1月 1日

今
ま
で
知
り
得
な
か
っ
た
情
報
を
投
稿
し
て

く
れ
る
方
が
現
れ
た
の
だ
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
だ
か
ら

こ
そ
、
立
ち
話
の
よ
う
に
気
軽
に
情
報
を
共

有
す
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
神
社

か
ら
の
情
報
発
信
の
み
な
ら
ず
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

は
氏
子
同
士
の
繋
が
り
の
強
化
も
図
る
こ
と

が
で
き
る
と
感
じ
て
い
る
。
こ
う
し
て
神
社

の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
多
く
の
人
々
が
集
い
繋

が
り
、
や
が
て
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
仮
想
世
界
を
飛
び
出
し
、
現
実
の
祭
り
の

活
性
化
、
神
社
に
関
わ
る
方
の
増
加
等
、
目

に
見
え
る
形
で
良
い
方
向
に
変
化
を
起
こ
し

て
い
る
と
実
感
し
て
い
る
。

●
神
社
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
今
後

　

前
回
、
前
々
回
と
神
社
に
於
け
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
更
な
る
活
用
を
お
奨
め
し
て
き
た
。

書
か
せ
て
頂
い
た
内
容
は
極
め
て
一
般
的
な

内
容
で
あ
る
が
、「
う
ち
に
は
関
係
が
な
い
」

と
思
わ
ず
に
、
是
非
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ブ

ロ
グ
、
S
N
S
ど
れ
で
も
よ
い
の
で
ま
ず
は

挑
戦
し
て
頂
き
た
い
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば

必
ず
何
か
新
た
な
発
見
が
あ
り
、
神
明
奉
仕

へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
に
繋
が
る
だ

ろ
う
。
今
後
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
世
の
中
の

多
く
の
分
野
に
益
々
浸
透
し
て
行
く
こ
と
が

予
想
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
を
有
効
に
活
用
す
る
こ

と
が
、
こ
れ
か
ら
の
神
社
運
営
に
と
っ
て
新

た
な
光
明
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
連
載
の
内
容
が
、
少
し
で
も
神
社
関
係
者

各
位
の
今
後
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

日
本
有
数
の
工
業
地
帯
で
あ
る
水
島
地
区

に
鎮
座
す
る
福
田
神
社(

柚
木
直
彦
宮
司)

は
、

福
田
新
田
旧
五
箇
村
の
地
が
嘉
永
五
年
か
ら

開
墾
さ
れ
た
の
に
と
も
な
い
、
そ
の
地
区
の

産
土
神
と
し
て
文
久
二
年
に
社
殿
を
造
営
し
、

明
治
四
年
に
創
建
さ
れ
た
神
社
で
あ
る
。

　

現
在
の
社
殿
（
拝
殿
、
中
殿
、
祝
詞
殿
）

は
、
平
成
四
年
十
二
月
に
奉
賛
会
を
結
成
し
、

第
一
期
工
事
と
し
て
平
成
九
年
十
月
、
前
回

の
遷
宮
時
の
神
宮
御
用
材
の
払
い
下
げ
を
受

け
改
築
工
事
を
行
っ
た
。
今
回
の
改
築
工
事

は
、
本
殿
屋
根
の
雨
漏
り
、
社
務
所
・
参
集

所
・
ト
イ
レ
等
の
老
朽
化
及
び
施
設
が
手
狭

に
な
っ
た
事
も
あ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
二

月
に
総
代
並
び
に
地
元
町
内
会
等
と
協
議
を

重
ね
て
再
度
奉
賛
会
を
結
成
し
実
行
に
踏
み

切
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
第
二
期
工
事
（
本
殿
屋
根

の
檜
皮
葺
か
ら
銅
板
葺
へ
の
変
更
と
、
本
殿

下
の
基
壇
改
修
工
事
、
並
び
に
社
務
所
・
参

集
所
の
移
転
改
築
工
事
と
周
辺
の
整
備
事
業
）

は
急
逝
し
た
前
宮
司
が
計
画
立
案
を
行
っ
て

い
た
が
、
今
回
そ
の
遺
志
を
継
ぐ
形
で
現
宮

司
が
実
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

平
成
二
十
五
年
九
月
に
着
工
と
な
り
、
設

計
を
浅
野
一
級
建
築
設
計
事
務
所
に
、
施
工

を
山
岡
建
設
株
式
会
社
に
依
頼
し
た
が
、
両

社
と
も
氏
子
地
域
に
あ
り
、
地
元
を
大
事
に

す
る
宮
司
の
想
い
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し

限
ら
れ
た
予
算
で
工
事
を
行
わ
ね
ば
な
ら

ず
、
県
下
神
社
に
見
学
に
行
っ
て
情
報
収
集

を
し
た
り
、
設
計
施
工
業
者
に
も
何
度
も
図

面
を
引
い
て
も
ら
っ
て
協
議
を
重
ね
、
平
成

二
十
六
年
四
月
に
は
総
代
並
び
に
氏
子
崇
敬

者
や
工
事
関
係
者
約
六
〇
人
参
列
の
も
と
、

竣
工
奉
告
祭
を
斎
行
す
る
事
が
出
来
た
。

　

こ
の
ほ
ど
完
成
し
た
社
務
所
・
参
集
所
は
、

そ
の
位
置
を
本
殿
に
向
か
っ
て
右
側
に
移
し
、

建
築
面
積
二
二
三
・
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル
（
約

六
七
・
六
二
坪
）、
延
床
面
積
一
九
七
・
〇
七
平

方
メ
ー
ト
ル
（
約
五
九
・
六
一
坪
）
の
鉄
骨

造
り
一
部
木
造
・
切
妻
瓦
葺
平
屋
建
で
、
一

部
中
二
階
を
造
り
、
書
類
等
を
収
め
る
部
屋

も
設
け
た
。
ま
た
今
回
の
工
事
に
合
わ
せ
て

地
質
調
査
を
し
、
地
盤
改
良
工
事
も
行
っ
た
。

建
物
は
参
拝
者
か
ら
の
目
線
と
周
囲
と
の
調

和
を
考
慮
し
、
特
に
建
物
の
前
後
の
奥
行
や

屋
根
の
高
さ
や
勾
配
は
違
和
感
の
な
い
よ
う

気
を
遣
っ
た
。
外
壁
は
腰
の
高
さ
ま
で
杉
の

焼
板
を
使
い
、
そ
れ
よ
り
上
は
漆
喰
仕
上
げ

と
い
う
重
厚
な
趣
に
。
ま
た
玄
関
か
ら
授
与

所
へ
伸
び
る
庇
は
銅
板
葺
の
軒
の
深
い
も
の

と
し
、
清
々
し
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
よ
う

に
し
た
。

　

内
見
は
、
玄
関
を
両
引
戸
に
し
て
玄
関
ホ
ー

ル
を
広
く
ゆ
っ
た
り
と
る
こ
と
で
落
ち
着
き

を
醸
し
だ
し
、
玄
関
か
ら
見
て
左
側
に
設
け

た
三
五
帖
の
参
集
所
は
、
神
籬
形
式
で
の
祭

典
や
直
会
を
行
え
る
よ
う
な
間
取
り
に
し
た
。

ま
た
そ
の
奥
側
に
は
十
六
帖
の
倉
庨
兼
書
物

入
れ
を
設
け
、
当
社
縁
の
書
籍
な
ど
を
管
理

保
管
で
き
る
収
納
場
所
も
確
保
し
て
あ
る
。

　

次
に
右
側
の
社
務
所
は
神
札
や
御
守
り
の

社務所・参集所の内部では神籬形式での祭典も可能

第 24回

福田神社
（倉敷市北畝）
宮司　柚木　直彦

こ
だ
わ
り
の
社

こ
だ
わ
り
の
社
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●
神
職
と
氏
子
両
方
の
私

　

岡
山
県
内
で
は
そ
う
多
く
な
い
「
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
神
職
」
の
私
は
、
平
成
二
十
一
年
、
奉

務
神
社
で
あ
る
木
山
神
社
の
近
く
に
移
り
住

み
、
垂
水
神
社
の
氏
子
に
な
っ
た
。

　

垂
水
神
社
の
氏
子
は
、
旧
落
合
地
区
の
総

氏
神
で
あ
る
木
山
神
社
の
氏
子
に
も
な
る
二

重
氏
子
の
地
域
。
そ
ん
な
地
域
の
人
達
に
馴

染
も
う
と
、
垂
水
神
社
の
祭
り
に
氏
子
と
し

全国初！神社のレーシングチーム

授
与
・
御
祈
祷
受
付
を
行
う
部
屋
と
、
事
務

を
執
る
部
屋
を
設
け
、
ま
た
外
か
ら
で
も
土

足
で
入
れ
る
男
女
共
用
ト
イ
レ
、
女
性
専
用

ト
イ
レ
及
び
給
湯
室
を
完
備
し
た
。

　

今
回
の
改
築
工
事
を
終
え
て
柚
木
宮
司
は
、

今
後
も
神
社
の
尊
厳
保
持
に
努
め
、
氏
子
崇

敬
者
の
方
々
に
気
軽
に
参
拝
出
来
る
よ
う
に

努
め
て
い
き
た
い
と
語
っ
て
い
る
。

（
広
報
部
会　

髙
山
命
之
）

ア
イ

デ

ア

神
職
の
奮

闘
記

「氏
子
と
遊
ぶ
」

木
山
神
社

　   

権
禰
宜 

鈴
木  

宏
志

木
山
神
社
レ
ー
シ
ン
グ
の
挑
戦

て
参
加
し
た
。
一
年
目
は
氏
子
の
青
年
達
も

「
な
ん
で
祭
り
の
青
年
組
に
木
山
の
神
主
が
い

る
の
？
」
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
ま
り
近
寄
っ

て
も
ら
え
な
か
っ
た
が
、
二
年
目
か
ら
は
そ

の
物
珍
し
さ
か
ら
か
、
青
年
組
の
方
か
ら
引
っ

張
っ
て
く
れ
て
親
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
三
年
目
の
祭
り
。
す
っ
か
り
馴
染

ん
だ
「
だ
ん
じ
り
組
」
の
仲
間
達
と
祭
り
を

楽
し
む
中
で
、
数
人
の
車
好
き
の
同
年
代
と

親
し
く
な
っ
た
。
元
々
自
動
車
競
技
が
好
き

だ
っ
た
私
は
、
そ
の
氏
子
の
青
年
達
と
チ
ー

ム
を
作
っ
て
レ
ー
ス
に
出
場
す
る
事
を
思
い

つ
き
、
氏
子
四
人
と
共
に
チ
ー
ム
を
結
成
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

●
お
小
遣
い
で
運
営
す
る
チ
ー
ム

　

い
ざ
チ
ー
ム
名
を
決
め
よ
う
と
話
し
合
う

と
、氏
子
は
ど
う
し
て
も「
木
山
神
社
」を
チ
ー

ム
名
に
入
れ
た
い
と
言
う
。
賛
否
は
必
ず
有

ろ
う
が
，
何
か
が
変
わ
る
き
っ
か
け
に
な
れ

ば
と
承
諾
し
、
氏
子
が
経
営
す
る
車
屋
の
社

名
と
合
わ
せ
「
オ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
・
木
山
神

社
レ
ー
シ
ン
グ
」
と
決
ま
り
、
こ
う
し
て
全

国
初
の
神
社
の
レ
ー
シ
ン
グ
チ
ー
ム
が
誕
生

し
た
。

　

神
社
の
チ
ー
ム
と
言
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん

名
前
だ
け
で
運
営
自
体
は
、
レ
ー
ス
の
度
に

メ
ン
バ
ー
が
お
小
遣
い
の
中
か
ら
一
人
二
万

円
ず
つ
出
し
合
い
、
一
周
二
キ
ロ
の
コ
ー
ス

を
五
時
間
走
り
続
け
る
過
酷
な
耐
久
レ
ー
ス

に
参
戦
す
る
極
貧
チ
ー
ム
だ
。
そ
の
レ
ー
ス

は
年
三
回
、
県
内
外
か
ら
約
五
十
チ
ー
ム
が

集
ま
り
開
催
さ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
車
屋

の
チ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
に
突
如
現
れ

た
神
社
の
レ
ー
シ
ン
グ
チ
ー
ム
は
、
強
烈
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
一
気
に
注
目
を
集
め

た
。

●
徐
々
に
思
わ
ぬ
効
果
が

　

思
わ
ぬ
効
果
が
出
始
め
た
の
は
参
戦
二
年

目
。
普
段
あ
ま
り
神
社
に
来
る
こ
と
の
な
か
っ

た
氏
子
の
チ
ー
ム
員
が
、
何
事
か
あ
る
度
に

御
祈
願
に
参
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
レ
ー

ス
の
方
も
車
屋
の
チ
ー
ム
に
混
ざ
っ
た
神
社

の
チ
ー
ム
が
四
位
、
五
位
で
入
賞
す
る
よ
う

に
な
る
と
、
他
の
参
戦
チ
ー
ム
も
「
や
っ
ぱ

り
神
様
の
力
だ
！
」
と
、
神
社
に
興
味
を
持

ち
始
め
、
倉
敷
・
笠
岡
・
津
山
・
吉
備
中
央

な
ど
広
範
囲
か
ら
、
次
々
と
厄
除
・
家
内
安

全
・
安
産
・
合
格
祈
願
と
い
っ
た
様
々
な
御

祈
願
に
来
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
予
想
以
上

の
効
果
が
出
て
き
た
。
更
に
、
全
日
本
の
レ
ー

ス
に
参
戦
し
て
い
る
愛
知
県
の
レ
ー
シ
ン
グ

チ
ー
ム
が
、
私
た
ち
の
活
動
に
共
感
し
て
く

れ
、競
技
車
両
に「
木
山
神
社
」の
ス
テ
ッ
カ
ー

を
貼
っ
て
今
シ
ー
ズ
ン
参
戦
し
て
い
る
な
ど
、

効
果
は
ま
だ
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

●
賛
否
両
論
は
あ
ろ
う
が

　

先
に
も
述
べ
た
が
、
自
動
車
競
技
と
い
う
、

神
社
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
か
け
離
れ
た
活
動
ゆ

え
、
賛
否
両
論
が
あ
る
の
は
容
易
に
推
測
で

き
る
が
、
レ
ー
ス
中
の
車
の
横
転
事
故
で
も

怪
我
人
も
出
ず
、
ま
た
平
成
二
十
六
年
七
月

に
行
わ
れ
た
レ
ー
ス
で
は
車
屋
の
チ
ー
ム
に

混
ざ
っ
た
神
社
の
チ
ー
ム
が
二
位
で
表
彰
台

に
上
が
る
と
い
う
奇
跡
を
起
こ
す
な
ど
、
木

山
の
神
様
の
ご
加
護
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。

き
っ
と
木
山
の
神
様
は
、
氏
子
と
楽
し
く
、

そ
し
て
本
気
で
遊
ぶ
神
職
の
姿
を
温
か
く
見

守
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
解
釈
し

て
、
こ
れ
か
ら
も
氏
子
と
楽
し
い
時
間
を
共

有
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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雅
楽
は
、
千
三
百
年
以
上
も
の
歴
史
を
有

す
る
日
本
の
伝
統
音
楽
で
あ
る
。
宮
内
庁
式

部
職
楽
部
の
演
奏
す
る
雅
楽
が
そ
の
正
統
な

も
の
と
さ
れ
、
天
皇
さ
ま
の
厚
い
庇
護
を
受

け
、
現
在
も
そ
の
伝
統
が
守
ら
れ
続
け
て
い

る
。

　

そ
ん
な
格
式
高
い
日
本
の
伝
統
音
楽
で
、

「
あ
そ
ん
」
で
し
ま
お
う
と
思
い
つ
い
た
の
が

平
成
二
十
六
年
の
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
あ

そ
ぶ
」
と
言
っ
て
も
、
大
人
の
「
あ
そ
び
」

で
あ
る
。
真
剣
に
や
ら
ね
ば
面
白
く
な
い
。

現
代
語
で
「
あ
そ
び
」
と
い
う
と
軽
い
意
味

で
捉
え
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
言
葉
の

意
味
は
多
岐
に
わ
た
る
。
古
語
辞
典
で
調
べ

て
み
る
と
「
も
と
神
事
の
際
の
芸
能
を
さ
し

た
か
」
と
い
う
推
測
に
始
ま
り
、「
慰
み
、行
楽
、

神
楽
、
管
絃
の
遊
び
」
と
あ
る
。
即
ち
古
く

は
神
を
も
て
な
す
た
め
、
あ
る
い
は
神
と
共

に
人
間
が
楽
し
む
た
め
の
神
事
や
付
随
す
る

芸
能
全
般
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
決

し
て
軽
々
薄
々
な
言
葉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
現
在
の
活
動
内
容
を
紹
介
す
る
。

○ 

テ
ー
マ
…
な
る
べ
く
敷
居
を
低
く
し
て

　「
雅
楽
を
楽
し
む
。」

○ 

ポ
イ
ン
ト
…
雅
楽
の
基
本
に
は
、
さ
り
げ

　
な
く
忠
実
で
あ
る
こ
と
。

○ 

活
動
日
…
一
月
に
一
回
。 

○
時
間
帯
…
十
九
時
か
ら
二
十
時
。

　
最
大
二
十
一
時
ま
で
。

○ 

対
象
…
一
般
、
神
職
。

○ 

参
加
要
件
…
な
し
。

　
雅
楽
経
験
者
、
初
心
者
。
見
学
者
も
可
。

○ 

会
場
費
…
割
勘

○ 
服
装
…
自
由
。

○ 
楽
器
貸
与
あ
り
。

　

私
は
現
在
、
神
社
庁
祭
祀
委
員
会
雅
楽
部

会
に
属
し
、
雅
楽
の
分
野
の
研
究
や
振
興
、

そ
し
て
指
導
後
継
者
の
育
成
を
目
的
と
し
て
、

毎
月
一
回
の
部
会
活
動
や
龍
笛
教
室
を
適
宜

行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
対
象
は
当
然
、

神
職
の
み
で
あ
る
。
近
年
、
次
第
に
一
緒
に

雅
楽
を
演
奏
す
る
神
職
仲
間
が
増
え
て
は
き

て
い
る
が
、
も
っ
と
創
造
的
、
発
展
的
な
方

向
で
大
き
く
雅
楽
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
ど
う

い
う
形
が
取
れ
る
の
か
を
、
次
第
に
考
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

雅
楽
は
素
晴
ら
し
い
伝
統
音
楽
で
あ
る
が
、

し
き
た
り
や
制
限
、
独
特
な
練
習
方
法
や
演

奏
の
仕
方
を
持
ち
、
指
導
者
も
少
な
く
気
軽

に
取
り
組
め
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
部
分

が
一
つ
の
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、

敷
居
を
低
く
し
て
も
っ
と
気
楽
に
楽
し
め
る

も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

本
来
、
音
楽
は
自
由
な
雰
囲
気
で
楽
し
む
も

の
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
昔
の
楽
人
た

ち
は
、
奏
楽
奉
仕
は
真
面
目
に
や
っ
て
い
た

だ
ろ
う
が
、
夜
な
夜
な
酒
を
飲
み
な
が
ら
演

奏
し
、
雅
楽
談
義
に
花
を
咲
か
せ
て
い
た
と

も
聞
く
。
な
ら
ば
、
み
ん
な
で
ワ
イ
ワ
イ
言

い
な
が
ら
も
自
然
な
形
で
雅
楽
器
演
奏
技
術

を
学
ん
で
い
け
た
ら
、
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し

い
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
る
べ
く

多
く
の
方
々
に
雅
楽
の
響
き
を
感
じ
、
そ
の

素
晴
ら
し
さ
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

ま
た
、
そ
う
い
う
機
会
を
設
け
る
こ
と
で
裾

野
が
広
が
り
、
回
り
道
を
す
る
よ
う
だ
が
、

や
が
て
は
先
述
し
た
部
会
の
活
動
目
的
に
繋

が
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
の
で

あ
る
。

　

私
の
担
当
楽
器
は
龍
笛
で
あ
る
が
、
雅
楽

は
笙
・
篳
篥
・
龍
笛
の
三
管
で
演
奏
す
る
の

が
基
本
形
で
あ
る
。
一
種
類
の
楽
器
で
吹
く

よ
り
他
楽
器
と
一
緒
に
吹
く
ほ
う
が
断
然
楽

し
い
。
そ
こ
で
日
頃
か
ら
一
緒
に
雅
楽
演
奏

を
し
て
い
る
神
社
庁
祭
祀
委
員
会
雅
楽
部
会

の
仲
間
た
ち
に
声
を
か
け
て
み
た
。
最
初
は

戸
惑
っ
て
い
た
仲
間
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
理
念
を
聞
き
理
解
を
示
し
て
く
れ
た
の
か
、

は
た
ま
た
雅
楽
部
長
が
恐
ろ
し
か
っ
た
の
か

は
不
明
だ
が
、
結
果
、
状
況
の
許
す
数
名
が

協
力
を
申
し
出
て
く
れ
、
晴
れ
て
九
月
に
そ

の
第
一
回
目
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

初
回
は
、
仲
間
達
が
た
く
さ
ん
の
人
に
声
を

掛
け
て
く
れ
、
雅
楽
部
員
以
外
で
雅
楽
を
し

て
い
た
神
職
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
く
れ
た
。

一
般
の
方
で
は
、
現
在
、
雅
楽
を
真
剣
に
や
っ

て
い
る
人
か
ら
、
単
に
雅
楽
を
聴
い
て
み
た

か
っ
た
人
ま
で
色
々
な
人
が
来
て
く
れ
た
。

内
容
と
し
て
は
固
い
こ
と
は
脇
に
置
い
て
お

い
て
、
気
楽
で
楽
し
い
雰
囲
気
を
つ
く
る
こ

と
だ
け
を
念
頭
に
置
き
、
あ
え
て
無
計
画
で

進
行
し
て
み
た
が
、
純
粋
に
合
奏
を
楽
し
も

う
と
す
る
と
自
ず
と
基
本
に
立
ち
返
る
よ
う

に
な
り
、
最
も
自
然
な
形
で
稽
古
が
始
ま
っ

た
り
し
た
。
混
乱
を
招
く
か
と
思
っ
た
が
、

意
外
に
も
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

次
に
、
活
動
日
や
内
容
の
告
知
方
法
で
あ

る
が
、ク
チ
コ
ミ
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
使
用
し
て
い
る
。

雅
楽
で
遊
ぼ
う
か
い
♪

古
き
伝
統
音
楽
を

　
　
　
　
　
　

身
近
な
も
の
に

大
元
八
幡
神
社

　   
宮
司
　
渡
邉 

真
理
子

ワキアイアイ！雅楽って楽しい
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神  

職  

任  

免

▼
就
任
発
令
の
部
▲

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神
　
社
　
名

本
務
職

氏
　 

名

26
・
7
・
10

岡
山
市
北
区
野
田
屋
町

金
刀
比
羅
神
社

権
禰
宜

高
原　

秀
文

26
・
8
・
11

岡
山
市
北
区
三
門
中
町

國
神
社

禰
宜

大
守　

修
司

26
・
8
・
11

倉
敷
市
中
庄

熊
野
神
社

宮
司

大
森　

博
文

26
・
8
・
11

倉
敷
市
船
穂
町
船
穂

船
穂
神
社

宮
司

亀
山　

昭
三

26
・
8
・
11

倉
敷
市
玉
島
柏
島

柏
島
神
社

宮
司

亀
山　

淳
司

26
・
8
・
14

新
見
市
高
尾

國
司
神
社

宮
司

中
島　

良
介

26
・
8
・
27

倉
敷
市
本
町

阿
智
神
社

権
禰
宜

佐
藤　

公
亮

26
・
8
・
27

津
山
市
杉
宮

西
賀
茂
神
社

宮
司

青
山　

信
雄

26
・
9
・
22

高
梁
市
巨
瀬
町

八
幡
神
社

禰
宜

大
内　

丈

26
・
9
・
22

高
梁
市
川
上
町
高
山

八
幡
神
社

宮
司

渡
邉　

慎
太
郎

26
・
10
・
7

玉
野
市
田
井

田
井
八
幡
宮

禰
宜

村
上　

大
祐

26
・
10
・
8

倉
敷
市
本
町

阿
智
神
社

禰
宜

石
村　

文
花

26
・
11
・
13

和
気
郡
和
気
町
藤
野

和
氣
神
社

権
禰
宜

石
野　

啓
多

26
・
11
・
20

新
見
市
高
尾

國
司
神
社

禰
宜

中
島　

丈
俊

▼
退
任
発
令
の
部
▲

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神
　
社
　
名

本
務
職

氏
　 

名 

26
・
8
・
27

津
山
市
杉
宮

西
賀
茂
神
社

宮
司

青
山　

博
也

神  

職  

帰  

幽

年 
月 
日

鎮
　
座
　
地

神  

社  

名

職
名

氏
　
名

現
身
分
享
年

26
・
7
・
14

高
梁
市
川
上
町
高
山

八
幡
神
社

宮
司
渡
邉　

龍
馬

二
級

74

26
・
10
・
17
倉
敷
市
本
町

阿
智
神
社

宮
司
石
村　

陽
子

二
級

61

26
・
10
・
17

井
原
市
高
屋
町

八
幡
神
社

宮
司

藤
井　

秀
徳

三
級

80

26
・
11
・
23

岡
山
市
大
供
表
町

石
門
別
神
社

宮
司

高
須　

謙
二

三
級

50

※
本
務
の
み
掲
載

※
本
務
の
み
掲
載

ネ
ッ
ト
上
の
専
用
ペ
ー
ジ
に
、
楽
し
げ
な
写

真
と
開
催
情
報
を
ア
ッ
プ
し
、
趣
旨
に
賛
同

し
て
く
れ
る
神
職
仲
間
た
ち
に
は
そ
の
投
稿

を
シ
ェ
ア
し
て
も
ら
っ
た
り
、
自
分
の
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
ペ
ー
ジ
を
作
成
し
て
も
ら
っ
た

り
し
た
。
そ
れ
は
直
接
参
加
で
き
な
く
と
も
、

我
々
の
活
動
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
、

一
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本

が
世
界
に
誇
る
伝
統
音
楽
の
存
在
だ
け
で
も
、

多
く
の
方
に
知
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
発

足
当
初
は
、
初
回
だ
け
で
終
わ
る
こ
と
も
想

定
し
て
い
た
が
、
な
ん
と
か
継
続
し
て
い
る

の
は
仲
間
た
ち
の
協
力
と
、
雅
楽
の
有
す
る

魅
力
の
成
せ
る
技
で
あ
ろ
う
。

　

雅
楽
は
芸
事
、
習
い
事
の
一
つ
で
あ
り
、

独
学
で
は
正
規
の
も
の
を
身
に
付
け
る
こ
と

は
難
し
い
。
伝
統
文
化
の
伝
承
や
演
奏
技
術

の
向
上
を
ひ
た
む
き
に
目
指
す
場
所
も
必
要

で
は
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
間
口
を
広
く

柔
軟
に
す
る
こ
と
で
、
可
能
性
は
無
限
に
広

が
る
。
例
え
ば
、
神
職
で
あ
れ
ば
そ
の
技
術

を
習
得
す
る
こ
と
で
、
奉
務
神
社
の
発
展
に

繋
が
る
有
効
な
ツ
ー
ル
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
緩
い
本
会
か
ら
入
っ
て
、
も
っ
と
興
味

が
出
て
く
れ
ば
よ
り
専
門
性
の
高
い
、
雅
楽

部
会
へ
参
加
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
般
の
方
で
あ
れ
ば
氏
神
神
社
で
の
奉
納
演

奏
を
目
標
に
し
て
も
ら
え
ば
、
教
化
活
動
の

一
助
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
音
楽
は
人
の

心
を
繋
い
で
く
れ
る
。
県
内
神
社
で
ど
ん
な

形
で
も
雅
楽
の
生
演
奏
が
で
き
る
神
社
が
増

え
れ
ば
、
そ
れ
に
惹
か
れ
て
よ
り
多
く
の
人

が
神
社
に
集
う
か
も
し
れ
な
い
。
何
か
を
始

め
る
に
は
リ
ス
ク
も
伴
う
が
、
や
っ
て
み
な

い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
は
、
必
ず
あ
る
は
ず

な
の
だ
か
ら
。

　

私
た
ち
は
ま
だ
活
動
を
開
始
し
て
日
は
浅

い
が
、
こ
の
「
雅
楽
で
あ
そ
ぼ
う
か
い
～
♪
」

に
見
学
に
来
て
い
た
某
大
学
の
教
授
か
ら
、

雅
楽
器
の
生
の
音
色
を
是
非
学
生
た
ち
に
聞

か
せ
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
大
学
へ
の
特
別

講
演
の
依
頼
を
頂
い
た
。
現
在
、
教
化
委
員

会
事
業
部
会
の
教
化
活
動
の
一
環
と
し
て
調

整
中
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
一
般
の
方
に
広
く

窓
口
を
開
い
た
か
ら
こ
そ
の
事
例
で
あ
ろ
う
。

　

今
後
の
こ
と
は
成
り
行
き
ま
か
せ
の
私
た

ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
も
「
雅
楽
」
を
題

材
に
し
て
、
柔
ら
か
く
楽
し
く
、
よ
り
多
く

の
方
々
と
時
間
を
共
有
で
き
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。

名  

誉  

宮  

司

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神
　
社
　
名

氏
　 

名 

26
・
10
・
1

津
山
市
杉
宮

西
賀
茂
神
社

青
山　

博
也
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閉庁のお知らせ
●年末年始
12 月 27 日 〜 1 月 4 日
●中国地区神社庁連絡会議
2 月 6 日 〜 7 日

神  

社  

庁  

辞  

令

十
一
月
一
日

岡
山
県
神
社
庁
研
修
所
講
師
を
委
嘱
す
る                                             

牧　
　

博
嗣

笹
井　

昭
昌

庁務日誌抄
自　平成 26 年   7 月   1 日

至　平成 26 年 11 月 30 日

7 月
1 日 月次祭

2 日 二級伝達式 / 特殊神事部会 /
祭祀委員会総会

3 日 神政連監査会 / 神政連役員会
7 日 教化役員会
8 日 神青協発送作業
10 日 総代会監査会 / 総代会役員会 / 二級伝達式
16 日 教化委員会総会
24 日 祭祀舞部会 / 神政連代議員会
25 日 総代会評議員
29 日 祭儀部会
30 日 神青協役員会

8 月
1 日 月次祭 / こども伊勢参り引率者会議
4 日 広報部会
5 日 岡山八幡会役員会
7 日 祭祀舞部会
11 日 役員会 / 神青協発送作業
14 日 監査会
19 日 負担金賦課是正委員会

20 日 こども伊勢まいり（第１日目）/ 龍笛教室 /
雅楽教室

21 日 こども伊勢まいり（第２日目）
22 日 こども伊勢まいり（第３日目）
25 日 女子神職会役員会
27 日 役員会 / 身分選考委員会 / 特殊神事部会
28 日 祭儀部会
29 日 研修企画室会議

9 月
1 日 月次祭
2 日 神青協役員会
4 日 育成部会
9 日 総代会全国大会 ( 岐阜県）
11 日 祭祀舞部会 / 奉賛部会
12 日 神青協祭式研修会
16 日 祭祀委員会（頒布始奉告祭習礼）
18 日 龍笛教室
22 日 神宮大麻暦頒布始奉告祭
25 日 特殊神事部会
26 日 神道議員連盟懇談会
29 日 事業部会
30 日 財務委員会

11 月
4 日 月次祭 / 奉賛部会 / 神青協発送作業
5 日 中国地区職員研修（山口県）
6 日 中国地区職員研修（山口県）
11 日 二級伝達式 / 祭祀舞部会 / 正副庁長会

12 日 総代会研修旅行（姫路）/ 祭儀部会 /
特殊神事部会

18 日 神政連中国・四国ブロック合同連絡会
（第 1 日目 )/ 広報部会

19 日 神政連中国・四国ブロック合同連絡会
（第 2 日目 )

20 日 協議員会 / 関係者大会企画委員会
25 日 新穀感謝祭団体参拝（第 1 日目）
26 日 新穀感謝祭団体参拝（第 2 日目）
27 日 新穀感謝祭団体参拝（第 3 日目）/ 雅楽部会
28 日 神青協役員会・総会

10 月
1 日 月次祭
7 日 役員会 / 身分選考委員会 / 祭祀舞部会
10 日 女子神職会研修会
21 日 龍笛教室

23 日 世界連邦岡山県宗教者大会
（立正佼成会岡山教会）

28 日 龍笛教室 / 雅楽教室 / 女子神職会発送作業
29 日 褒章伝達式 / 研修企画室会議
31 日 岡山八幡会総会
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ホームページにアップしよう！

編 

集 

後 

記

　

あ
っ
と
い
う
間
に
一
年
が
過
ぎ
、
ま
た
一

つ
歳
を
重
ね
ま
す
が
、
心
の
リ
セ
ッ
ト
ボ
タ

ン
を
押
し
て
清
々
し
く
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

　
「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」

広
報
部
会　

小
川

神社社頭の写真をお送り下さい

広報部会では、岡山県内の神社本庁包括全神社の社頭写真

を、神社庁ホームページ内の岡山県の神社【神社検索】に

掲載する取り組みを行っています。写真未掲載神社の写真

アップにご協力下さい。下記方法のいずれかで神社庁へ

旅先で 

「○○神社発見！」

△△市　○○神社

info@okayama-jinjacho.or.jp（岡山県神社庁）に画像添付

プリント写真を神社庁に持ち込み

スマホで検索　
GO →

「この写真の神社だ！」 

「神社庁のホームページって
 便利だね～」

神社が地震や台風などの災害に
より被害を受けたときの貸付金
の規程である『神社本庁災害等
対策資金貸付規程』が改正され、
貸付限度額がこれまでの１千万
円から３千万円に増額されまし
た。

この制度は、神社が災害にあっ
たときや被災予防のためなどの
資金として３千万円までを神社
本庁が無利息で貸し付けるもの
で、返済期間は最長で 10 年間
です。不測の災害のときには、
ご活用ください。

災害復旧などの貸付額
3千万円に増額

　

十
一
月
二
十
日
、
岡
山
県
神
社
関
係
者
大

会
企
画
委
員
会
に
て
、
講
演
講
師
に
靖
国
神

社
神
職
の
派
遣
を
依
頼
し
、四
月
十
七
日
（
金
）

の
午
後
、
岡
山
市
民
会
館
に
於
い
て
行
う
こ

と
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
は
今
年
が
終
戦
七
十
年
に
あ
た
る
た

め
、
靖
国
神
社
及
び
護
国
神
社
参
拝
を
奨
励

し
よ
う
と
い
う
神
社
本
庁
の
方
針
を
受
け
た

も
の
で
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
御
英
霊
に

対
す
る
慰
霊
と
感
謝
の
念
を
深
め
る
一
助

と
な
り
、
ひ
い
て
は
神
社
庁
春
の
団
体
参

拝
旅
行
（
四
月
二
十
二
・
二
十
三
日
開
催
予

定
。
靖
国
神
社
正
式
参
拝
有
り
）
参
加
に
繋

が
る
こ
と
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回

も
昨
年
同
様
に
広
く
一
般
も
聴
講
可
能
と
す

る
予
定
で
あ
る
が
、
更
に
よ
り
多
く
の
神
社

関
係
者
と
意
志
の
疎
通
を
図
る
た
め
、
県
内

一
六
二
三
の
神
社
か
ら
少
な
く
と
も
一
名
以

上
の
出
席
を
得
る
よ
う
、
各
支
部
に
協
力
を

依
頼
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

県
神
社
関
係
者
大
会
概
要

春は靖国神社へ！




